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第第88次鳥取市交通安全計画（案）次鳥取市交通安全計画（案）

計画の概要

道路交通の安全

　交通事故のない安全で安心な鳥取市をめざすためには、
行政・市民・関係機関がこれまで以上に緊密な連携を図り
ながら対策を推進するとともに、市民の主体的な交通安全
活動への取り組みが必要です。この計画は、これまでの交
通安全対策を基本としつつ、さまざまな情勢の変化に対応
した、より効果的な施策を推進するために策定するもので
す。

趣　旨

内　容

　本市の平成13～17年度の5カ年間における交通事故は、
件数・負傷者とも年によって多少の増減はあるものの横這
い傾向です。また、死者数においては減少傾向にあります
が、人口に対する死者数は全国的に見ると高水準にありま
す。このため、第 8次交通安全計画では、人命尊重と交通
事故がもたらす大きな社会的・経済的損失を重視し、交通
事故のない安全で安心な鳥取市をめざします。

踏切道における交通の安全
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■目　標

▼ 平成 22 年度までに、24 時間死者数（事故発生から 24
時間以内の死亡者数）を年間 12人以下とします。

▼死傷者数を年間 1,030 人以下とします。

■目　標

▼市内での踏切事故件数 0をめざします。

■具体的な施策

■具体的な施策

▼踏切道の構造の改良および整備の促進

▼踏切保安設備の整備および交通規制の実施

▼踏切道の統廃合の促進

▼その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置

　踏切事故は、ひとたび事故が発生すると重大な結果をも
たらすことから、引き続き事故防止対策を推進します。

▼道路交通環境の整備

　 ・人優先の安全・安心な歩行空間の整備

　 ・地域住民などと一体となった道路交通環境の整備など

▼交通安全思想の普及の徹底
　・高齢者に対する交通安全教育の推進、飲酒運転の根絶など

▼安全運転の確保
　・運転者教育・高齢運転者対策の充実など

▼救助・救急活動の充実
　・救助・救急体制の整備、関係機関との協力関係の確保など

▼損害賠償の適正化をはじめとした被害者支援の推進
　・市民交通災害共済事業の充実など
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